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第 1 編 総則  

 

第 1 章 計画の目的及び構成  

 この計画は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号以下「災対法」という。）第３６条

第１項、大規模地震対策特別措置法（昭和５３年法律第７３号以下「大震法」という。）第６

条第１項、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成１４年法律

第９２号）第５条第１項及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進

に関する特別措置法（平成１６年法律第２７号）第５条第１項の規定に基づき、国土交通省

の所掌事務について、防災に関しとるべき措置及び地域防災計画の作成の基準となるべき事

項を定め、防災対策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって民生の安定、国土の保全、社

会秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。  

 この計画は、災害に関する経験と対策の積み重ね等により随時見直されるべき性格のもので

あり、必要に応じて修正を加えてゆくものとする。 

 この計画は、現実の災害に対する対応に即した構成としており、第１編の総則に続いて、第

２編を各災害に共通する対策編、第３編を地震災害対策編、第４編を津波災害対策編、第５

編を風水害対策編、第６編を火山災害対策編、第７編を雪害対策編、第８編を海上災害対策

編、第９編を航空災害対策編、第１０編を鉄道災害対策編、第１１編を道路災害対策編、第

１２編を原子力災害対策編、第１３編を河川水質事故災害対策編、第１４編を港湾危険物等

災害対策編、第１５編を大規模火事等災害対策編とし、それぞれ災害に対する予防、応急対

策、復旧・復興のそれぞれの段階における諸施策を具体的に定め、また、第１６編では、地

域防災計画の作成の基準を掲げている。 

 

 

第 2 章 防災対策の基本方針   

 我が国の国土は、地震、津波、暴風、竜巻、豪雨、がけ崩れ、土石流、地すべり、洪水、高

潮、火山噴火、豪雪などにより自然災害が発生しやすい自然条件下に位置する。また、急峻

な山地、脆弱な地質等が存在する一方、稠密な人口、高度な土地利用等の社会的条件を併せ

もっている。このような自然的、社会的条件下にある我が国にとって、国土を保全し、国民

の生命、身体及び財産を災害から保護する防災対策は、行政上最も重要な施策であり、その

一層の強化を図る。また、社会、産業の高度化、複雑化、多様化に伴い、海上災害、航空災

害、鉄道災害、道路災害、原子力災害、水質災害、港湾危険物等災害、大規模な火事等災害

など大規模な事故による被害についても、防災対策の一層の充実、強化が必要であり、その

推進を図る。さらに、平成 23 年の東日本大震災においては、広域での強い地震動、大規模
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な津波災害、東京電力福島第一原子力発電所の事故など広域かつ複合的な災害に対して、国

土交通省の総力をあげて対応してきたところであり、その経験を十分に踏まえ、近い将来発

生が懸念される南海トラフ地震等の大規模災害の発生に備え、更なる防災対策の一層の充実

を図る。この際、可能な範囲内で災害対応業務のプログラム化、標準化を進めることや、防

災の各分野における訓練・研修等による人材育成を図る。 

 国土強靱化は、大規模災害等に備えた国土の全域にわたる強靱な国づくりのため、

防災の範囲を超えて、国土政策・産業政策も含めた総合的な対応を内容とするもの

であり、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強

靱化基本法第１１条において、国の計画は、国土強靱化に関する部分は国土強靱化

基本計画を基本とするとされている。このため、国土強靱化に関する部分について

は、その基本目標である、 

① 人命の保護が最大限図られる 

② 国家及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持される 

③ 国民の財産及び公共施設に係る被害の最小化 

④ 迅速な復旧・復興 

を踏まえ、防災計画の作成及びこれに基づく防災対策の推進を図るものとする。 

 災害対策基本法第３８条において，国土形成計画等の防災に関する部分は，防災基本計画及

び防災業務計画と矛盾・抵触するものであってはならないとされている。このため，防災の

観点から，計画間の整合性を確保するために必要なチェックを行うものとする。また，その

他の計画（開発計画，投資計画等）についても，防災の観点から必要なチェックを行うもの

とする。 

 災害発生時の被害最小化を基本方針として、ソフト対策とハード整備一体となった減災体制

の確立を図る。 

 多様な主体の参加による防災体制の強化、広域的応援体制の充実、強化、地域ぐるみでの防

災教育の推進への貢献によって、自助・共助・公助バランスの取れた地域防災力の再構築を

図る。 

 防災対策は、都市化、高齢化、国際化、情報化等社会構造や社会経済情勢の変化に対して十

分配慮しつつ推進するものとする。 

 防災対策は、災害予防、災害応急対策、災害復旧・復興の一連の体系のなかで実施されてい

くものであり、それぞれの段階における体制の整備に加え、災害予防にあっては災害を未然

に防止すること、災害応急対策にあっては、災害発生後の被害の拡大防止を図るための迅速

かつ適切な応急対策、災害復旧・復興にあっては災害に強い国づくり・まちづくりを目指し

た本格的な災害復旧・復興が基本方針となる。 
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 災害予防、災害応急対策、災害復旧・復興のそれぞれの段階において、全省的な総合力、即

応力の発揮ができるように努める。さらに、関係省庁、地方公共団体、関係公共機関、関係

事業者との緊密な協力体制を確立し最善の対策をとることにより被害の軽減につなげるも

のとする。 

 災害予防については、災害を防止し、又は災害が発生した場合における被害を最小限にする

ため、以下の施策を講じるものとする。 

・ 災害に強い国づくり・まちづくりの実現に向け、交通・通信機能の強化については、緊

急輸送を確保するために必要な道路（以下「緊急輸送道路」という。）、港湾、鉄道等を

はじめとした施設の耐災化と多重性・代替性の確保、救援・復旧活動に資する緊急輸送

体制の確立、全国的な輸送活動への影響の極小化が図られるよう努める。 

・ 公共施設の維持管理を強化するとともに、国土保全事業を計画的かつ総合的に推進する

等、発災時等に備えて、周到かつ十分な措置を講じるものとする。 

・ 避難場所、避難路、防災拠点、安全な市街地等の整備及び防災街区整備事業、土地区画

整理事業、市街地再開発事業等による市街地の面的な整備等を推進するとともに、防災

に配慮した土地利用の誘導等により、災害に強い国づくり・まちづくりを推進するもの

とする。 

・ 生命・財産に係る被害の軽減に大きく関係する住宅・建築物の耐震化を図る。特に緊急

輸送道路沿いの住宅・建築物の耐震化を緊急に推進する。 

・ 近年の高度な交通システムや輸送体系の形成、トンネル、橋梁など道路構造の大規模化、

原子力の発電への利用の進展、多様な危険物等の利用の増大、高層ビル、地下街等の増

加等に配慮しつつ、事故災害の予防のための、安全対策の充実を図るものとする。 

・ 災害発生時の災害応急対策、その後の災害復旧・復興を迅速かつ効率的に行うため、広

域的応援や自治体等への応援・支援などを含む事前の体制整備、災害情報の迅速な収集

システムの整備、資機材等の整備充実等を図るものとする。 

・ 警戒避難基準、防災マップ等防災に関する情報の整備を図るとともに、地方公共団体、

住民に提供するなど、災害から住民の安全を確保するように努めるものとする。その際、

要配慮者への情報提供について十分に配慮するとともに、住民等がより容易に理解でき

るような情報提供に努める。 

・ 防災教育、防災訓練等の実施による職員等の資質の向上に努めるとともに、関係事業者

に対しても、職員の資質の向上に配慮するよう指導する。 

・ 災害の未然防止と災害発生時の避難等に資するため、一般住民を対象として、防災教育、

防災訓練、防災に関する講習会、防災週間や各種の防災関連行事等を通じた防災につい

ての広報活動を行い、防災意識の高揚及び防災知識の普及を図るものとする。その際、

職場や自治会等の活用、ＮＰＯ、ボランティアなど多様な主体との連携、障害者、高齢
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者等の要配慮者や女性の参画を含めた、多くの住民参加が行われるよう留意する。 

・ 地域における過去の災害記録や伝承を整理するなど、防災教育のための教材開発を行う。 

・ 災害及び防災に関する研究、観測等の推進を図り、防災対策の質的・技術的向上に努め

るものとする。 

・ 北海道総合開発計画に基づき災害に強い国土の形成をはかるため、防災のための施設等

の広域的な整備に関する事項や、防災まちづくりに関する事項を十分考慮し、災害に強

い地域づくりを総合的かつ一体的に推進するものとする。 

・ 公共交通における事故災害の発生による乗客の被災者等に対する支援の充実に向けた

取組みを図るものとする。 

 災害応急対策については、発災時において迅速かつ円滑な実施を図るため、以下を講じるも

のとする。 

・ 災害発生直後の被害情報の早期把握・伝達体制を整備するため、通信手段の確保に万全

を期すとともに、各省庁、地方公共団体、関係公共機関、関係事業者と連携し、統合災

害情報システムを活用して災害情報の共有化・一元化に努めるものとする。 

・ 専門技術をもつ人材等を活用し、施設、設備等の緊急点検を行い、これらの被害状況等

を把握して、陸・海・空における交通の確保、二次災害の防止、施設の応急復旧をでき

るだけ早期に実施するとともに、関係行政機関、関係公共機関、関係事業者、被災者に

適切な判断と行動を促す的確な情報を伝達するものとする。 

・ 災害発生後、速やかな職員の参集により災害の規模に応じた応急対策の推進を図るとと

もに、円滑な救助・救急、医療・公衆衛生の確保及び消火活動等を支え、また被災者に

緊急物資を供給し、さらに地域の産業活動を維持するための、施設の応急復旧、障害物

除去等による交通の確保、並びに優先度を考慮した緊急輸送、代替輸送の実施を図るも

のとする。 

・ 大規模な災害に対しては、災害応急対策を総合的、効果的に行うため関係行政機関等と

連携を図るとともに、災害応急対策に必要な要員や物資について全国の規模で活用する

など、広域的な応援・支援体制を構築し、災害応急対策を実施する。 

・ 大規模な災害に対しては、災害発生直後は人命救助を第一とし、救援救助要員や緊急輸

送路の確保等に総力をあげるものとする。引き続き物流の確保、所管施設の復旧、住宅

の確保、被災自治体の支援等を強力に進める。 

・ 公共交通における事故災害の発生に際しては、乗客の被災者等に役立つ情報を収集・整

理し、正確かつきめ細やかな情報を適切に提供するよう努めるとともに、乗客の被災者

等からの問い合わせ・相談に的確に対応するよう努めるものとする。 

 災害復旧・復興については、以下の施策を講じるものとする。 

・ 被災地域の災害復旧・復興の基本的方向の早急な決定と、物資・資材の調達計画等を活
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用した被災施設等の適切かつ速やかな復旧を図るため、事業を計画的に実施し、より安

全で快適な環境を目指した国づくり・まちづくりを推進するとともに、復興への的確な

貢献に努めるものとする。 

・ 災害により被害を受けた事業者に対しては、その要望の把握に努めるとともに、その結

果を踏まえ、必要に応じて、財政面、金融面等における、支援措置を検討するものとす

る。 

○ 発災時に国土交通省の所管する事務に係る機能が停止もしくは低下した場合においても、防

災対策業務及び業務停止が社会経済活動に重大な影響を及ぼす重要業務を継続するための

業務継続計画を策定し、そのために必要な業務の実施体制を整えるものとする。なお、策定

した業務継続計画については、不断の見直しを行うものとする。その際、計画、マニュアル

の定期的な点検、点検や訓練から得られた機関間の調整に必要な事項や教訓等の反映するも

のとする。 

○ なお、海外で発生した自然災害であっても我が国の社会、経済活動等に影響を及ぼすことに

鑑み、被災国政府から災害対応に関する支援要請があった場合には、関係機関と調整の上、

可能な支援を行うものとする。 

 

以上、これらの対策を総合的に講ずることにより、防災対策に万全を期するものとする。 

 

第 3 章 防災に関する組織・体制   

第 1 節 国土交通省防災・減災対策本部 

 国土交通省防災・減災対策本部は、「国土交通省防災・減災対策本部の設置に関する訓令」（令

和５年国土交通省訓令第９号）「に基づき、この計画の審議及び実施に関すること、防災・減

災に関する重要事項の審議に関すること、国土交通省の所掌事務に係る防災・減災に関する

施策を総合的かつ一体的に推進するために必要な事務に関することを行うものとする。 

 毎年のように自然災害が発生し、気候変動の影響による水災害の更なる頻発化・激甚化が懸

念される中、国民の安全・安心を守り、我が国の経済成長を確保するため、この計画に沿っ

て進めている防災・減災、国土強靱化の取組を更に強化すべく、国土交通省防災・減災対策

本部において審議し、省の総力を挙げて防災・減災に取り組むものとする。 
第 2 節 国土交通省地震災害警戒本部等 
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 大震法第９条に基づき、地震防災対策強化地域において地震災害に関する警戒宣言（以下「警

戒宣言」という。）が発せられた場合において、国土交通省の地震防災上実施すべき応急の対

策を推進するため、「国土交通省地震災害警戒本部の設置に関する訓令」（平成１５年国土交

通省訓令第９号）に基づき、臨時に国土交通省地震災害警戒本部（以下「警戒本部」という。）

を設置するものとする。 

 施設等機関及び地方支分部局の長は、警戒宣言が発せられた場合に所掌事務に係る地震防災

応急対策の実施に関する総合調整を行うため、必要に応じて、警戒本部に準じた組織（以下

「地震災害警戒本部」という。）を設置するものとする。 

 施設等機関及び地方支分部局は、地震災害警戒本部を設置・廃止したときは、その旨を警戒

本部等に連絡するものとする。 

第 3 節 国土交通省特定災害対策本部、国土交通省非常災害対策本部及び国土交通省緊急

災害対策本部等 

 災対法第２条第１項に規定する災害(以下単に「災害」という。)が発生した場合において災

害応急対策及び災害復旧のための活動を迅速かつ一体的に推進するため、「国土交通省災害

対策本部の設置に関する訓令」（平成１５年国土交通省訓令第８号）に基づき、災害（その規

模が非常災害に該当するに至らないと認められるものに限る。）が発生し、又は発生するお

それがあるときは国土交通省特定災害対策本部（以下「特定本部」という。）を、非常災害が

発生し、又は発生するおそれがあるときは国土交通省非常災害対策本部（以下「非常本部」

という。）を、著しく異常かつ激甚な非常災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは国

土交通省緊急災害対策本部（以下「緊急本部」という。）を、それぞれ臨時に設置するものと

する。 

 施設等機関及び地方支分部局の長は、災害が発生するおそれがある場合若しくは災害が発生

した場合に、所掌事務に係る防災対策を推進するため、必要に応じて、特定本部、非常本部

及び緊急本部に準じた組織（以下「災害対策本部」という。）を設置するものとする。また、

必要に応じ、現地に災害対策本部に準じた組織を設置するものとする。 

 施設等機関及び地方支分部局の長は、他の地方支分部局等の所管区域内に災害が発生し職員

を応援させる等の必要が生じた場合は、そのための応援本部等を設置するものとする。 

 施設等機関及び地方支分部局は、災害対策本部等を設置・廃止したときは、その旨を特定本

部、非常本部又は緊急本部等 (以下「特定本部等」という。)に連絡するものとする。 

第 4 節 国土交通省災害対策連絡調整会議 

 国土交通省の災害対策等の推進に関し、機動的に各局間の連絡調整を行うため、国土交通省
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に国土交通省災害対策連絡調整会議を設置するものとする。 

第 5 節 緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ） 

 大規模自然災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、被災地方公共団体等が

行う、被災状況の迅速な把握、被害の発生及び拡大の防止、被災地の早期復旧その他災害応

急対策に対する技術的な支援を円滑かつ迅速に実施するため、「緊急災害対策派遣隊の設置

に関する訓令」（平成２４年国土交通省訓令第３１号）に基づき、本省、国土技術政策総合

研究所、国土地理院、地方支分部局（航空交通管制部を除く。）及び気象庁に、それぞれ緊

急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）を設置するものとする。 

 緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）の管理及び運営に係る事務を処理させるため、

「緊急災害対策派遣隊の設置に関する訓令」（平成２４年国土交通省訓令第３１号）に基づ

き、緊急災害対策派遣隊事務局を設置するものとする。 

 緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）の派遣手順及び指揮命令系統については、別に

定めるところによるものとする。 

第 6 節 施設等機関及び地方支分部局の防災業務計画 

 施設等機関及び地方支分部局の長は、防災基本計画及びこの計画に基づき、その所掌事務に

関し必要に応じて防災業務計画を作成するとともに、毎年防災業務計画に検討を加え、必要

があると認めるときは、これを修正しなければならない。 

 施設等機関及び地方支分部局の長は、防災業務計画を作成又は修正したときは、速やかにこ

れを国土交通大臣に報告しなければならない。 

 


